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子

成

龍

の

保

甲

法

l乙

つ

、、
?
hw
 

て

谷

口

規

矩

雄

は

じ

め

に

清
朝
の
郷
村
統
治
制
度
に
お
い
て
、
保
甲
法
が
重
要
な
位
置
を
占
め
た
と
と
は
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
所
で
、

①
 

の
保
甲
法
の
成
立
に
つ
い
て
、
早
く
松
本
善
海
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
、

清
初
期
に
お
け
る
そ

「
こ
の
時
代
に
お
い
て
確
買
に
施
行
せ
ら
れ

か
っ
そ
の
施
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行
範
囲
も
康
大
で
あ
り
、

命
国
典
に
も
採
録
さ
れ
て
い
る
た
め
に
有
名
な
の
は
子
成
龍
の
そ
れ
(
保
甲
法
〉

で
あ
ろ
う
。

子
成
龍
は
順
治
十
八
年

初
め
て
康
西
の
羅
域
知
腕
と
な

っ
た
時
、
既
に
管
内
に
保
甲
を
編
置
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、

そ
の
後
も
任
地
の
第
る
度
に
と
れ
が
施
行
に
努
力

し
て
い
る
。

た
ま
た
ま
康
照
十
九
年
彼
が
直
隷
巡
撫
に
柿
判
じ
た
際
、

そ
の
地
の
民
が
盗
賊
の
害
を
被
る
こ
と
甚
だ
し
く
、

か
つ
そ
れ
等
が
常
に

旗
下
の
名
色
に
情
伏
し
て
、
嚇
詐
、
胡
掠
を
な
す
こ
と
を
憂
い
、

そ
の
委
細
を
奏
上
し
、

こ
れ
が
針
策
と
し
て
は
保
甲
法
を
施
行
す
る
の
ほ
か

な
さ
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の
結
果
生
れ
た
の
が
十
三
ケ
僚
の
『
現
盗
候
約
』
で
あ
る
が
、

-・
こ
う
し
た
子
成
龍
等
の
保
甲
法
を
前
提

と
し
て
、
遂
に
康
照
四
十
七
年
に
至
り
、
兵
部
の
手
を
通
じ
て
保
甲
制
が
全
闘
を
通
じ
て
の
地
方
自
治
制
度
と
し
て
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
・
:

-:
L

と
。
筆
者
が
小
稿
に
お
い
て
述
べ
よ
う
と
す
る
子
成
龍
の
保
甲
法
に
つ
い
て
は
、
僅
々

一
、

が
ほ
ぼ
そ
の
主
意
を
輩
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

二
頁
に
お
い
て
松
本
氏
の
述
べ
ら
れ
た
文
章

八
ケ
僚
に
ま
と
め
ら
れ
る
ま
で
に
は
、

子
成
龍
の
保
甲
法
が
十
三
ケ
候
の
「
開
盗
倹
約
」
、

そ
れ
以
前
の
成
龍
自
身
の
桟
験
、
殊
に
武
昌
知
府
、

「積
損
安
民
倹
約
」
三
十

の
ち
資
州
知
府
と
し
て
湖
北
省
貰
州
府
下
、
腕
城

さ
ら
に
後
の



燃
の
東
山
の
範
の
鎮
座
に
あ
た
り
、
彼
が
保
甲
法
を
賓
施
し
た
際
の
鐙
験
が
重
要
な
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

い
て
若
干
の
考
察
を
め
ぐ
ら
し
氏
の
見
解
に
蛇
足
を
加
え
る
と
と
を
お
許
し
願
い
た
い
。

そ
の
貼
に
つ

清
朝
は
順
治
元
年
(
一
六
四
四
)
五
月
、

明
の
故
都
北
京
に
入
城
を
果
す
や
、

そ
の
八
月
治
安
針
策
と
し
て
絶
甲
制
を
施
行
し
た
。

即
ち
各

府
州
豚
衛
所
属
の
郷
村
は
、
十
家
毎
に
一
甲
長
を
置
き
、
百
家
毎
に
一
穂
甲
を
置
く
。

そ
し
て
甲
内
の
一
家
に
盗
賊
、
盗
人
、
姦
究
、

縞
護
等

の
事
故
あ
れ
ば
、
隣
家
の
者
は
即
ち
に
こ
れ
を
甲
長
に
告
げ
、
甲
長
は
組
甲
に
告
げ
、
組
甲
は
地
方
官
に
告
げ
、

地
方
官
は
そ
の
寅
朕
を
調
査

の
上
、
こ
れ
を
兵
部
に
通
達
す
る
。
若
し
も
一
家
が
こ
れ
を
隠
匿
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

@
 

行
わ
な
け
れ
ば
、
共
に
重
罪
を
も
っ
て
罰
し
容
赦
せ
ず
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
穂
甲
制
は
名
こ
そ
違
え
、
十
家
一
甲
を
基
礎
と
す
る
連
帯
責
任
に
よ
っ
て
治
安
取
締
り
を
行
う
と
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
保

同
甲
内
の
九
家
な
ら
び
に
甲
長
・
線
甲
が
首
告
を

甲
法
の
復
活
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
明
末
の
保
甲
が
郷
村
の
自
衛
活
動
を
重
要
な
任
務
と
し
た
の
に
封
し
、

@
 

て
は
治
安
針
策
上
の
連
帯
責
任
の
面
の
み
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
松
本
氏
の
指
摘
は
十
分
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
所
で
こ
の
綿
甲
制

は
そ
れ
以
後
清
朝
の
手
に
よ
っ
て
全
園
的
な
も
の
と
し
て
旗
大
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
農
村
に
お
け
る
治
安
及
び
農
民
数
化
策
と
し

組
甲
制
に
お
い
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て
は
む
し
ろ
郷
約
が
先
ん
じ
て
全
園
的
に
制
度
化
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

@
 

清
朝
は
ま
ず
順
治
九
年
、
明
太
組
の
「
六
議
」
の
臥
碑
文
を
八
旗
及
ひ
直
隷
各
省
に
頒
行
し
、

し
、
六
十
歳
以
上
の
徳
業
あ
る
生
員
、
あ
る
い
は
番
民
に
よ

っ
て
、
月
の
朔
墓
南
日
に
「
六
議
」

⑤
 

命
令
し
た
。
周
知
の
通
り
、
郷
約
は
保
甲
と
結
合
し
て
郷
村
の
自
治
な
い
し
は
自
衛
組
織
と
し
て
、

⑥

①

 

各
地
に
盛
行
を
み
た
が
、
末
期
に
至
り
「
六
議
」
の
講
解
が
そ
の
最
も
重
要
な
任
務
と
さ
れ
る
に
お
よ
ん
で
、

@
 

む
し
ろ
園
家
の
「
官
治
行
政
の
補
助
を
目
標
と
す
る
数
化
機
関
L

に
轄
化
し
て
い
っ
た
。

つ
い
で
同
十
六
年
、

嘩
部
は
各
地
方
官
に
針

の
講
讃
を
行
な
う
'郷
約
を
賀
行
す
る
こ
と
を

明
代
中
期
以
降
各
地
方
官
の
手
に
よ

っ
て

そ
れ
ま
で
郷
約
の
持
っ
て
い
た
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村
落
自
治
的
性
格
は
漸
時
後
退
し
、

こ
れ
は
郷
約
そ
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れ
自
身
の
蟹
質
化
で
あ
る
と
同
時
に
、
明
代
中
期
以
降
、

郷
約
を
保
甲
と
結
付
け
て
郷
村
の
向
衛
機
能
の
強
化
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

の
と
は
逆
に
、
郷
約
と
保
甲
の
分
離
を
招
く
結
果
と
も
な

っ
た
。
清
朝
は
こ
の
傾
向
を
引
縫
い
で
郷
約
を
農
民
に
封
す
る

「
教
化
機
関
」
た
ら

し
め
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り

い
わ
ば
消
極
的
な
意
味
で
の
治
安
針
策
と
し
て

明
代
に
は
個
々
の
地
方
官
の
裁
量

に
委
ね
ら
れ
て
い
た
郷
約
を
、
正
式
に
園
家
の
手
で
制
度
化
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

そ
れ
が
上
述
の
措
置
と
な
っ
た
の
で
あ
る

が
、
績
い
て
康
照
九
年
、
聖
租
康
回
一帝
に
よ

っ
て
十
六
ケ
僚
の
「
翠
議
」
が
頒
布
さ
れ
、

な
っ
旬
。
更
に
こ
の
「
聖
議
」
は
薙
正
二
年
、
世
宗
薙
正
帝
に
よ

っ
て
、
そ
の
各
僚
に
詳
細
な
註
穫
が
加
え
ら
れ
、

刻
さ
れ
ゆ
こ
う
し
て
清
代
の
郷
約
は
「
聖
議
」
、
「
聖
者
庚
訓
」
の
講
解
を
唯
一
の
目
的
と
す
る
村
民
の

「
教
化
機
関
」
と
な
り
、

「六一誠」

に
代
っ
て
そ
の
後
の
郷
約
の
中
心
綱
領
と

「
聖
担
制
度
訓
」

と
し
て
刊

郷
約
は
つ

い
に
「
講
約
」
と
呼
ば
れ
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
が
清
初
期
に
お
け
る
郷
約
の
定
制
化
の
概
略
で
あ
る
が
、
他
方
明
代
以
来
、

郷
約
と
結
付
い
て
積
極
的
な
自
衛
封
策
な
い
し
治
安
針
策

- 64ー

と
し
て
賓
施
さ
れ
て
来
た
保
甲
は
情
代
に
入

っ
て
如
何
な
る
経
過
を
た
ど
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
郷
約
が
い
ち
早
く
清
朝
に
よ
り
制
度
化
さ
れ
た

@
 

の
に
比
べ
る
と
、
保
甲
が
全
園
的
に
定
制
化
さ
れ
た
の
は
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
遅
く
康
岡
山
四
十
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
清
朝
は
「
安
民

-
明
盗
」
の
治
安
針
策
と
し
て
保
甲
の
持
つ
有
用
性
は
十
分
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
聖
誌
の
一
僚
に

「
保
甲
を
聯
ね
て
、

以
っ
て
盗
賊
を
軒
む
」
と
あ
る
の
に
よ

っ
て
も
そ
の
こ
と
は
知
ら
れ
る
。
こ
の
貼
を
今
少
し
具
鐙
的
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、
大
清
世
租
章
皇
帝

質
錬
(
以
下
大
清
貫
録
と
略
稽
)
、
順
治
十
年
正
月
丁
丑
の
僚
に

兵
部
議
覆
兵
科
給
事
中
王
廷
諌
疏
言
。
盗
賊
侍
宿
主
帰
巣
窟
。
魚
窟
主
者
。
非
地
方
豪
悪
。
即
投
充
荘
頭
也
。
:
・
:
:
:
凡
翠
獲
賊
盗
。
即

即
行
檎
撃
解
部
。
仰
行
保
甲
。
巌
加
捜
捕
。
務
靖
根

印
得
宮
家
。

剖
依
律
究
治
。
如
係
荘
頭
及
投
充
人
等
。

該
地
方
官
。

迫
間
宮
家
。

株
。
則
盗
賊
自
息
失
。
従
之
。

と
あ
り
、
盗
賊
の
捜
捕
に
保
甲
を
活
用
し
治
安
を
計
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
兵
科
給
事
中
王
廷
諌
の
上
奏
が
採
可
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
逃
亡
者

の
遁
捕
に
闘
し
で
も
貫
録
順
治
十
六
年
十
月
乙
卯
の
篠
に
、
九
卿
、
科
道
が
「
逃
人
事
例
」
を
議
奏
し
た
一
項
に



一
。
責
令
各
道
員
。
巌
行
保
甲
。
毎
年
商
次
取
州
豚
官
甘
結
。
如
所
属
州
鯨
官
失
察
逃
人
。
道
員
降
一
級
留
任
。
降
後
。
所
属
地
方
。
査

解
逃
人
至
四
十
五
名
。
即
復
還
原
級
。

そ
の
保
甲
の
組
織
が
如
何
な
る
も
の

恐
ら
く
そ
れ
は
明
末
以
来
各
地
に
存

と
あ
り
、
脱
逃
者
の
護
生
防
止
に
保
甲
を
利
用
す
べ
き
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
雨
僚
の
場
合
、

で
あ
っ
た
か
具
艦
的
な
こ
と
は
一
切
崩
れ
ら
れ
て
い
な
い
し
、
そ
の
施
行
範
圏
も
不
明
な
の
で
あ
る
が
、

⑫
 

綴
し
た
既
存
の
保
甲
組
織
の
活
用
を
前
提
と
し
て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
後
者
の
場
合
は
、

い
わ
ば
清
朝
の
最
も
重
要
な
廷
臣
の
曾
議
に
も
と
づ
く
決
定
で
あ
り
、
全
園
的
な
施
行
令
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、

の
既
存
の
保
甲
組
織
の
存
在
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

九
卿
、
科
道
官
と
い
う

そ
こ
に
は
何
ら
か

ま
た
保
甲
賀
施
の
責
任
者
と
し
て
各
地
方
の
道
員
が
指
定
さ
れ
て
い
る
黙
か
ら
み

れ
ば
、
清
朝
は
保
甲
を
地
方
末
端
の
盗
賊
・
逃
人
の
稽
察
、
捜
捕
の
た
め
の
機
構
の
一
つ
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
り
、
明
代
以
来
、
保
甲
の
持
っ
て
い
た
地
方
郷
村
の
自
衛
機
能
と
い
う
側
面
に
は
殆
ん
ど
考
慮
が
排
わ
れ
て
い
な
い
と
も
い
え
よ
う
。

し
一
方
か
ら
見
れ
ば
こ
れ
は
嘗
然
の
と
と
と
も
云
え
る
。
順
治
十
六
年
と
い
う
時
期
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、

こ
の
時
に
は
桂
王
の
永
暦
政

権
は
雲
南
の
一
隅
で
殆
ん
ど
崩
壊
寸
前
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
ま
だ
活
動
を
績
け
、
鄭
成
功
勢
力
は
東
南
沿
海
で
活
溌
な
抗
清
活
動
を
緩
行
中

で
あ
っ
た
。
圏
内
各
地
で
は
、
鎮
静
化
に
向
い
つ
つ
あ
っ
た
と
は
い
え
地
方
反
蹴
勢
力
、
「
土
冠
」
が
な
お
活
動
を
績
行
し
て
い
た
。
清
朝
の

中
圏
全
土
の
支
配
は
ほ
ぼ
確
定
し
た
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
時
期
に
嘗
っ
て
、
清
朝
政
権
に
と
っ
て
最
も
緊
急
な
こ
と
が
ら
は
、
中
央
の
政
権

機
構
の
整
備
は
も
と
よ
り
の
こ
と
と
し
て
、
地
方
郷
村
に
お
け
る
秩
序
の
回
復
を
は
か
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
長
年
に
お
よ
ぶ
戦
蹴
の
過
程

で
、
土
賊
化
、
あ
る
い
は
流
民
化
し
た
農
民
の
鯖
農
を
推
し
す
す
め
、
そ
の
生
活
の
安
定
化
を
計
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
黙
を
考
慮
す

る
な
ら
ば
、
清
朝
嘗
局
者
が
保
甲
を
地
方
郷
村
に
お
け
る
盗
賊
捜
捕
、
治
安
維
持
の
末
端
機
構
と
意
識
し
、

考
え
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
組
織
化
す
る
こ
と
を
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保
甲
を
上
述
の
よ
う
な
よ
り
直
接
的
な
治
安
封
策
に
利
用
し
よ
う
と
い
う
方
針
と
は
別
箇
に
、
嘗
然
な
が
ら
農
民
の
蹄
農
、
及
び
そ
の
生
活

の
安
定
化
と
い
う
役
割
り
を
持
た
せ
よ
う
と
い
う
方
針
も
清
朝
嘗
局
者
よ
り
出
さ
れ
て
い
る
。
大
清
貫
録
、
順
治
六
年
四
月
壬
子
の
僚
に
、

し
台、

- 65ー

内
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院
に
到
す
る
議
旨
と
し
て

凡
各
慮
逃

亡

民

人

。

不

論

原

籍

別

籍

。

必

康

加

招

係

。

編

入

保

甲

。

州

牒

官

。

照
。
開
墾
耕
種
。
永
准
償
問
業
。
侯
耕
至
六
年
之
後
。
有
司
官
。
親
宏
一山成
熟
畝
致
。

撫
按
勘
賞
。

奏
請
奉
旨
。
方
議
徴
牧
銭
糧
。
其
六
年
以

前
。
不
許
開
徴
。

・

と
あ
り
、

伸
之
安
居
祭
業
。

察
本
地
方
無
主
荒
因
。

給
以
印
信
執

そ
の
「
安
居
築
業
」
を
は
か
る
直
接
の
責
め
を
負
っ

た
の
は
各
地
方
の
道
員
及
び
府
州

牒
官
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
見
て
来
る
な
ら
ば
、

清
朝
は
中
園
支
配
の
嘗
初
か
ら
、
保
甲
を
地
方
郷
村
の
治
安
維
持
、

こ
の
場
合
も
農
民
を
「
保
甲
に
編
入
」
し
、

及
び
農
民
生
活
の

安
定
化
の
た
め
の
組
織
と
し
て
王
朝
の
手
で
編
成
し
よ
う
と
い
う
意
志
を
持

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
こ
の
時
期
に
は
清
朝
の
内
外
官
僚
か
ら
も
保
甲
法
の
質
施
を
要
請
す
る
上
奏
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
順
治
四
年
三
月

十
一
日
の
都
察
院
左
副
都
御
史
夏
玉
等
の
上
奏
文
は
「
現
盗
要
策
」
数
款
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
一
款
に

一
。
保
甲
之
法
。
宜
立
十
家
信
同
一
甲
。
立

一
甲
長。

十
甲
信
周
一
保
。
立

一
保
長。

白
萱
稽
査
形
跡
可
疑
之
人
。
有
即
迭
官
審
究
。
黒
夜
互

一
甲
有
事
。
九
甲
鳴
刷
機
械
救
。
賊
自
不
敢
久
存
。
若
各
自
閉
戸
。
坐
覗
不
救
。
甲
長
・
保
長
。

一
家
有
事
。
九
家
鳴
刷
機
械
救
。
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相
民
防
。

供
従
重
懲
治
。

(
文
献
遊
編
第
二
十
三
嶋
〉

と
あ
り
、
十
家

一
甲、

十
甲
一
保
と
い
う
保
甲
の
組
織
法
と
、
そ
の
組
織
に
よ
る
自
衛
方
法
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

東
布
政
使
何
段
固
の
掲
帖
は
山
東
地
方
の
情
況
を
述
べ
、
民
生
安
定
策
を
建
議
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
項
に

ま
た
順
治
十
年
三
月
の
山

其

一
。
設
法
弼
盗
。
凡
鴎
張
之
流
。
積
小
成
大
。
始
於
呼
引
。
旋
卸
富
蔵
却
奪
。
民
受
其
挟
震
驚
。
官
権
其
害
。
祈
勅
議
省
直
。
巌
立
保

甲
。
毎
家
賃
書
男
子
幾
名
。
作
何
生
理
。

不
得
滋
聞
任
其
出
設
。

並
不
得
召
集
流
来
。

借
醸
事
端
。

一
家
魚
盗
。

十
家
公
象
。
敢
或
容

際
。
連
坐
治
之
。

(明
清
史
料
丙
編
第
四
本
)

と
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
保
甲
の
役
割
り
に
劃
す
る
重
心
の
置
き
方
の
相
遣
に
よ
り
そ
の
内
容
に
多
少
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
は
あ
る
が
、

も
保
甲
の
組
織
法
と
機
能
を
あ
る
程
度
具
践
的
に
提
案
し
て
い
る
。

雨
者
と

ま
た
、

永
暦
政
権
の
抗
清
運
動
が
鎮
定
さ
れ
た
直
後
の
雲
南
に
お
い
て



も
、
順
治
十
八
年
三
月
、
巡
撫
哀
愁
功
に
よ
り
保
甲
の
編
置
が
建
議
さ
れ
て
い
る
。

(
雲
南
巡
撫
)
亥
怒
功
又
疏
言
。
投
降
人
衆
。
皆
無
籍
亡
命
之
徒
。
難
令
蹄
長
。
賞
有
難
諦
之
勢
。
雁
令
所
到
地
方
。
准
其
入
籍
。
酌
量

安
置
。
随
編
保
甲
。
巌
査
出
入
。
或
有
無
主
回
畝
。
聴
其
開
墾
。
照
例
起
科
。
(
大
組
問
貫
録
順
治
十
八
年
三
月
辛
酉
〉

⑬
 

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
我
々
は

一
躍
冒
頭
に
述
べ
た
線
甲
制
と
保
甲
法
の
関
係
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
松
本
善
海
氏
等
の
研
究
に
よ
れ

ば
、
組
甲
制
は
施
行
後
間
も
な
く
そ
の
保
甲
的
性
格
を
逸
脱
し
、
専
ら
旗
丁
の
逃
亡
防
止
を
目
的
と
す
る
も
の
に
襲
化
し
た
。

ま
た
そ
の
施
行

範
園
も
旗
地
の
集
中
的
に
存
在
す
る
直
隷
を
中
心
に
そ
の
近
漫
の
地
域
に
限
ら
れ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
解
に
従
え
ば
、
組
甲
制

は
そ
の
特
殊
な
目
的
の
た
め
の
性
格
饗
化
、
ま
た
そ
の
施
行
範
園
の
限
定
性
か
ら
し
て
、

上
に
述
べ
て
来
た
保
甲
法
と
は
殆
ん
ど
性
格
の
異
な

る
も
の
と
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
清
朝
嘗
局
者
も
保
甲
法
を
綿
甲
制
と
は
性
格
の
異
な
っ
た
も
の
と
考
え
、

そ
の
貫
施
を
命
じ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
清
朝
で
は
中
央
政
府
嘗
局
者
も
地
方
官
僚
も
、
「
安
民
現
盗
」
の
治
安
針
策
と
し
て
保
甲
法
の
持
つ
有
用

性
を
十
分
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
、
上
に
述
べ
た
所
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
清
朝
は
何
故
金
園
的
、
劃
一
的
な
法
令
と
し
て
保
甲
法

を
施
行
し
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
時
期
、
即
ち
順
治
よ
り
康
照
に
か
け
て
は
、

こ
の
時
期
、
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清
朝
の
中
園
支
配
の
基
礎
は
漸
次
固
ま
り
つ

つ
あ
っ
た
と
は
い
え
、
李
自
成

・
張
献
忠
の
飢
後
、
清
朝
に
封
す
る
反
政
府
活
動
は
な
お
各
地
に
根
強
く
残
っ
て
お
り
、
ま
た
南
明
政
権
の
反

清
運
動
も
、
鄭
氏
勢
力
を
中
心
に
な
お
績
行
中
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
時
最
低
限
度
の
も
の
と
は
い
え
、
武
器
の
私
有
を
仲
な
う
、
自
衛
行

清
朝
嘗
局
者
に
と
っ
て
は
矢
張
り
跨
踏
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
山
川
ろ

動
を
含
む
保
甲
法
の
貫
施
を
全
図
的
、
劃
一
的
に
命
令
す
る
こ
と
は
、

う
か
。
こ
う
し
た
事
情
の
も
と
で
、
清
朝
は
基
本
的
態
度
と
し
て
既
存
の
保
甲
の
活
用
、

或
い
は
そ
の
再
編
施
行
の
容
認
と
い
う
方
針
を
明
示

し
つ
つ
も
、

現
賓
の
問
題
と
し
て
は
中
圏
各
地
域
の
具
鐙
的
紋
況
に
即
躍
し
た
も
の
と
し
て
の
保
甲
法
の
質
施
を
各
地
方
官
の
裁
量
に
委
ね
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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前
節
で
は
、
清
朝
の
保
甲
法
に
劃
す
る
基
本
的
な
態
度
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
た
。
本
節
で
は
、

前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
清
朝
の
基

本
的
方
針
に
則
り
一
地
方
官
と
し
て
の
子
成
龍
が
そ
れ
ぞ
れ
の
任
地
で
貫
施
し
た
保
甲
法
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
所
謂

⑬
 

「子
成
総
の
保
甲
法
」
と
し
て
完
成
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
と
も
に
、

清
初
の
保
甲
法
の
特
質
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

そ
の
内
容
を
検
討
し
、

こ
と
で
子
成
躍
の
経
歴
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。
彼
は
明
の
寓
暦
四
五
年
(
一
六

一
七
)
、
山
西
省
、
氷
寧
州
(
雌
石
燃
)
に
生
れ
た
。

順
治
十
八
年
、
庚
西
の
羅
城
知
鯨
を
振
出
し
に
各
地
の
地
方
官
を
歴
任
、
康
回
一十
三
年
に
武
昌
知
府
と
な

っ
た
。
こ
の
時
彼
は
呉
三
桂
の
乱
に

遭
遇
し
た

が
、
反
乱
の
と
の
地
方
へ
の
影
響
防
止
に
大
ぎ
な
功
績
を
あ
げ
た
。
こ
の
時
、
彼
が
寅
施
し
た
保
甲
法
が
本
稿
の
中
心
的
な
問
題
と

な
る
の
だ
が
、
そ
の
後
、
彼
は
一幅
建
布
政
使
を
へ
て
同
十
九
年
、
直
線
巡
撫
と
な
り
、
二
十
年
多
雨
江
総
督
に
昇
り
、
二
十
三
年
に
浸
し
た
。

彼
は
康
回
一
帝
よ
り
「
天
下
第
一
の
廉
吏
」
と
稀
揚
さ
れ、

死
後

「
清
端
」

と
誼
さ
れ
た
ゆ

所
で
、
と
こ
に
述
べ
た
よ
う
に
子
成
龍
は
順
治
十
八
年
、
羅
城
知
鯨
と
な

っ
た
時
、
既
に
そ
の
地
に
保
甲
を
編
置
し
て
い
る
。
こ
の
地
方
は

永
暦
政
権
の
反
清
運
動
が
順
治
十
六
年
頃
ま
で
績
き
、
ま
た
「
猪
鐘
雑
虚
」
と
い
わ
れ
て
、
統
治
上
問
題
の
地
区
と
さ
れ
て
い
た
。
彼
は
こ
の
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端 JtI，
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L 治

じ室
主号
片弄
ぶ雪
の市
4 努
:;二力
/J' を

掛J，
っ

た
よ
う
で

「
一
意
興
民
休
息
。
編
置
保
甲
。
鳥
言
椎
嘗
之
衆
。
皆
欣
然
聴
約
束
」

(
毛
際
可
撲
子
清

そ
の
保
甲
の
具
韓
的
内
容
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

こ
の
後
、

康
回
一
六
年
彼
は
四
川
合
州
知
州
に
時

じ
る
。
こ
の
地
方
も
張
献
忠
の
飢
等
に
よ
り
荒
肢
甚
だ
し
く
、
住
民
の
大
牢
は
流
亡
し
て
い
た
。
彼
は
流
民
の
招
撫
に
努
め
、
荒
田
の
開
設
を

⑮
 

奨
励
す
る
と
と
も
に
、

郷
約
を
設
立
し
、
聖
誌
の
講
解
を
行
な
わ
せ
て
民
心
の
数
化
を
計

っ
て
い
る
。
だ
が
彼
の
治
績
が
最
も
額
著
で
、

て
そ
の
施
策
の
内
容
を
具
鰻
的
に
知
り
得
る
の
は
武
昌
知
府
、
お
よ
び
黄
州
知
府
と
し
て
活
躍
し
た
嘗
時
の
こ
と
で
あ
る。

従
てコ

彼
は
康
回
一
八
年
賀
州
府
同
知
に
蓮
る
と
と
も
に
、
岐
亭
に
駐
留
し
た
。
こ
の
地
は
責
岡
と
腕
域
の
鯨
境
に
位
置
し
、

盗
賊
の
巣
窟
と
い
わ
れ

た
が
、
彼
は
治
安
の
回
復
に
努
め
、
捕
盗
と
民
生
安
定
化
に
よ
り
治
績
を
あ
げ
た
。
こ
の
時
も
彼
は
保
甲
の
編
置
を
推
め
た
と
い
わ
れ
る
。
折



し
も
康
照
十
三
年
英
三
桂
の
範
が
起
り
、
湖
南
の
岳
州
・
長
沙
が
そ
の
手
に
陥
っ
た
。
武
昌
は
湖
南
方
面
に
射
す
る
清
朝
の
軍
事
行
動
の
前
進

基
地
と
な

っ
た
。
彼
は
湖
贋
巡
撫
張
朝
珍
に
「
禦
蹴
の
策
」
を
献
策
し
、

そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
同
年
二
月
武
昌
知
府
と
な

っ
た。

こ
の
直
後
、

巡
撫
朝
の
命
令
に
よ
り
彼
は
威
寧
将
境
に
浮
橋
を
建
造
し
た
が
、
大
水
で
こ
の
橋
を
流
失
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
事
件
が
起
こ
り
、

者
と
し
て
革
職
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
た
ま
た
ま
こ
の
時
、
責
州
府
の
腕
城
に
「
東
山
の
観
」
が
瑳
生
し
た
。

⑬
 

て
の
寅
績
に
も
と
づ
、辛
口
、
彼
を
こ
の
反
範
鎖
匪
の
責
任
者
に
任
じ
た
の
で
あ
る
。

彼
は
責
任

巡
撫
朝
は
彼
の
黄
州
府
同
知
と
し

と
こ
で
こ
の
「
東
山
の
蹴
」
の
概
略
を
述
べ
て
お
こ
う
。
東
山
と
い
う
の
は
航
城
鯨
の
東
部
、
責
岡
牒
と
境
を
接
す
る
一
幣
の
山
岳
地
幣
の

呼
稀
で
あ
る
。
東
北
は
河
南
省
境
の
大
別
山
に
連
な
る
山
岳
地
帯
に
接
し
、
東
南
は
安
徽
省
境
の
霊
山
・
六
安
地
方
に
通
じ
る
。

@
 

は
山
家
の
活
動
が
活
溌
で
、
「
其
人
剰
惇
善
闘
。
阻
険
跳
梁
」
と
い
わ
れ
、
非
常
に
治
安
吠
態
の
飽
れ
た
地
区
で
あ

っ
た。

@
 

に
起
っ
た
の
が
「
東
山
の
凱
」
で
あ
っ
た
。

明
末
清
初
に

こ
の
地
方
を
中
心

こ
の
反
飽
は
康
照
十
三
年
五
月
に
起
こ
り
、
十
一
月
に
鎮
定
さ
れ
た
が
、
大
き
く
三
期
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
期
は
土
窟

劉
青
薬
の
凱
と
い
わ
れ
る
時
期
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
凱
の
賓
際
上
の
主
謀
者
は
劉
青
裂
の
叔
、
劉
君
学
と
妖
入
賞
金
龍
と
い
わ
れ
る
人
物
で
あ

Qν au 

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
所
で
初
め
黄
金
龍
は
天
書

・
賀
剣
を
得
た
と
詑
言
し
、
輿
寧
山
中
で
活
動
し
て
い
た
が
、
後
腕
城
に
潜
入
し
、
劉
君
字
の

家
に
匿
わ
れ
た
。
君
必
ず
は
多
数
の
亡
命
の
徒
を
招
牧
し
、
土
豪
的
存
在
と
し
て
こ
の
地
方
で
か
な
り
の
勢
力
を
持
っ
て
い
た
ら
し
問
。
子
成
龍

は
か
つ
て
こ
の
男
の
持
つ
力
を
刺
用
し
、
捕
盗
の
役
に
彼
を
使
っ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
後
君
字
は
英
三
桂
の
偽
劉
を
得
て
黄
金
龍
や
主
円
萎
と
謀

っ
て
反
凱
を
企
て
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
凱
は
、
子
成
龍
が
い
ち
早
く
劉
君
字
を
招
撫
し
た
こ
と
に
よ
り
大
事
に
至
る
前
に
鎮
定
さ
れ

た
。
成
龍
は
こ
の
功
に
よ
り
武
昌
知
府
に
復
職
さ
れ
た
が
、
引
績
、
宏
、
蹴
城
に
留
ま
り
善
後
策
を
講
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

治
安
針
策
が
保
甲
の
設
立
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
後
に
詳
述
す
る
。

と
の
時
彼
の
と
っ
た
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第
二
期
は
、
前
の
招
撫
の
過
程
で
逃
匿
し
た
黄
金
龍
が
、
再
び
紙
棚
河
の
賊
郷
君
升
と
結
ん
で
起
こ
し
た
反
凱
で
あ
る
。

月
に
護
生
し
た
が
、
子
成
龍
が
編
置
し
た
保
甲
と
郷
兵
が
効
力
を
護
揮
し
、
黄
金
龍
を
は
じ
め
主
な
頭
目
は
殆
ん
ど
檎
え
ら
れ
た
。
成
龍
は
と

こ
の
凱
は
同
年
七
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の
直
後
、
黄
州
知
府
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

つ
い
で
第
三
期
は
十
月
に
起
こ
っ
た
何
士
築
等
の
反
乱
で
あ
る
。
彼
は
矢
張
り
臭
三
桂
の
偽
剖
を

受
け
、
各
地
の
賊
と
連
合
し
黄
州
襲
撃
を
計

っ
た
が
、
郷
兵
、
官
丘
ハ
を
率
い

た
子
成
龍
の
た
め
に
撃
破
さ
れ
た
。

以
上
が
腕
城

「東
山
の
飢
」
の
ご
く
簡
単
な
概
略
で
あ
る
が
、
こ
の
既
に
は
幾
つ
か
の
興
味
あ
る
問
題
貼
が
看
取
さ
れ
る
。

の
時
期
と
し
て
は
嘗
然
の
こ
と

で
あ
ろ
う
が
、
呉
三
桂
の
反
飽
と
の
結
び
付
き
で
あ
り
、

そ
の

一
は

ラ-

'--

ニ
藩
の
凱
の
性
格
の
一
面
に
踊
れ
る
問
題
を
含
ん

で

い
る
。
そ
の
二
は
、
妖
入
賞
金
龍
の
存
在
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
何
ら
か
の
秘
密
結
社
的
な
も
の
と
の
関
係
が
殻
測
さ
れ
る
と
と
で
あ
る
。
第
三

こ
の
反
飢
に
閲
し
て
最
も
興
味
あ
る
貼
な
の
だ
が
、

得
。
賊
首
郷
君
升
。
鳩
集
大
盗

・
叛
僕
。
勾
引
逃
賊
黄
金
龍
。
侍
険
負
順
。
復
建
擾
観
。
」

k主

奴
愛
的
側
面
を
持

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

子
成
龍
は
そ
の
黙
に
つ
い
て

「
沼山l

'
 

(
子
清
端
公
政
審
答
三
、
英
州
書
、
「
動
議
録
賊
投
誠
」
)

@
 

ま
た
何
土
栄
の
凱
に
も
か
な
り
の
数
の
奴
僕
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
従
来
こ
の
「
東
山
の
飢
」
に
関
し
て

@
 

は
そ
の
貼
の
指
摘
は
な
か

っ
た
と
思
う
が
、
こ

の
地
方
で
は
明
末
清
初
以
来
頻
々
と
奴
嬰
が
瑳
生
し
て
い
る
の
で
、

反
見
を
考
え
る
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
。
以
上
簡
単
に
こ
の
乱
の
若
干
の
問
題
黙
を
指
摘
し
た
が
、

反
乱
に
閲
し
て
は
こ
れ
以
上
溺
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

と
述
べ
て
お
り
、

そ
う
し
た
観
粘
'か
ら
こ
の
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本
題
か
ら
外
れ
る
問
題
と
な
る
の
で

本
節
で
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
「
東
山
の
飢
」
の
鎮
定
に
嘗

っ
て
子
成
龍
が
編
置
し
た
保
甲
法
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

東
山
の
飢
の
第
一
期
の
反
晶
、
所
謂
「
劉
青
菜
の
乱
」

が
子
成
龍
の
努
力
に
よ
り
鎮
定
さ
れ
た
の
は
康
回
一十
三
年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
。
彼

は
そ
の
功
に
よ
り
武
昌
知
府
に
復
職
し
た
が
、

そ
の
ま
ま
航
城
に
留
ま
り
善
後
策
を
講
じ
る
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
彼
は
こ
の

蹴
が
ほ
ぼ
鎮
定
さ
れ
た
と
見
る
や

直
ち
に
保
甲
の
編
置
に
と
り
か
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

子
清
端
公
政
書

(
以
下
政
書
と
略
記
す
る
)
巻

一
、

武
昌
書
、

「
東
山
就
撫
後
。
筋
行
保
甲
議
」
に

照
得
。
東
山
向
化
。

士
民
安
業
。
木
府
親
履
図
版
。
編
立
保
甲
。
稽
査
匪
類
。
勤
勉
魚
善
。

J

J

・
-
如
有
匪
類
。
速
勘
投
見
。
倫
執
迷
不



悟
。
脅
良
作
飽
。
凡
我
土
民
。
巌
行
保
甲
。
協
力
檎
解
。
或
激
減
報
功
。
本
府
申
詳
院
道
。
厚
加
奨
賞
。
以
馳
忠
義
。
以
靖
地
方
。

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
子
成
龍
は
盗
賊
や
流
移
・
亡
命
の
徒
の
稽
査
、
追
捕
に
一
般
住
民
が
協
力
し
て
嘗
り
、

地
方
の
治
安
を
維
持
す
る
痛
に

保
甲
を
編
立
す
る
こ
と
を
議
示
し
て
い
る
。

で
は
そ
の
保
甲
組
織
の
具
瞳
的
内
容
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
政
書
巻
一
、
「
清
理
保
甲
識
」
に
よ
れ
ば

照
得
。
東
山
己
靖
。
雁
宜
安
揺
。
震
撫
良
善
後
之
計
。
亙
本
府
、沿
壁
清
理
。
設
立
戸
長
。
敬
訓
子
弟
。
編
棒
甲
長
。
稽
査
畑
民
。

理
。
母
縦
矯
非

0

・:

各
安
生

と
あ
り
、
先
ず
戸
長
・
甲
長
が
設
定
さ
れ
た
。
戸
長
は
「
子
弟
を
教
訓
」
し
、
甲
長
は
「
畑
民
を
稽
査
」
す
る
と
あ
る
か
ら
、
戸
長
は
最
小
皐

位
と
し
て
の

一
家
の
長
で
あ
り
、
甲
長
は
近
隣
若
干
戸
の
統
率
者
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
同
書
、
「
申
筋
匡
壁
識
」
に
は

照
得
。
設
霊
長

・
戸
首
。
原
魚
清
理
保
甲
。
稽
査
匪
類
。
若
不
徹
底
清
査
。
顧
惜
情
面
。
大
非
借
重
之
意
。
嗣
後
凡
属
領
牌
壁
甲
。
所
轄

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
壁
長
が
設
置
さ
れ
、
匡
内
の
戸
首
・
畑
民
は
霊
長
の
数
戒
を
聴
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
政
書
巻
二
、
責
州
書
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匡
分
戸
首
・
畑
民
。
務
要
遁
依
憲
行
保
甲
之
法
。
麗
信
霊
長
数
戒
。
:
:
:

の
「
申
簡
保
甲
議
」
に
は

編
査
蹴
城
三
郷
匡
保
甲
船
籍
。
委
用
霊
長

・
垣
主
。
分
汲
戸
首
・
畑
甲
。
巌
取
隣
居
互
結
。
責
以
守
壁
禁
夜
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
蹴
城
鯨
の
保
甲
は
、
戸
長
(
戸
首
)
を
最
小
車
位
と
し
て
、
そ
の
上
に
甲
長
、

者
と
し
て
壁
長
(
垣
主
)
を
置
く
と
い
う
形
式
で
設
置
さ
れ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
た
だ
と
こ
で
は
甲
長
が
幾
戸
を
統
稽
し
、

轄
す
る
の
か
と
い
う
具
鐙
的
数
字
は
上
が
っ
て
い
な
い
。
恐
ら
く
そ
れ
は
こ
の
地
方
の
農
村
が
明
末
以
来
の
混
凱
荒
肢
か
ら
ま
だ
完
全
に
立
直

さ
ら
に
甲
長
の
統
率

霊
長
が
幾
甲
を
統

換
言
す
れ
ば
鯖
農
あ
る
い
は
流
移
す
る
農
民
が
ま
だ
多
く
、
そ
の
上
に
こ
の
「
東
山
の
凱
」
の
影
響
が
加
わ
っ
た
た
め

に
、
農
村
の
戸
数
編
成
そ
の
も
の
が
ま
だ
流
動
的
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
を
反
映
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
後
の
「
耳
盗
篠
約
」
で
は
そ

@
 

「数
十
甲
を
以
っ
て
一
保
」
と
い
う
数
字
が
あ
が
っ
て
い
る
が
、
保
の
編
成
戸
数
に
は
相
首
な
幅
を
持
た

っ
て
い
な
い
こ
と
、

379 

の
貼
は
「
十
家
を
以

っ
て
一甲」、



380 

い
ず
れ
に
も
せ
よ
腕
城
の
保
甲
は
戸
長
|
甲
長
l
壁
長
と
い
う
統
属
関
係
を
基
軸
に
し
て
編
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
こ
の
壁
長
の
上
に
さ
ら
に
医
長
が
設
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
政
書
巻
一
、
上
張
撫
蓋
善
後
事
宜
票
に
は

せ
て
い
る
。

成
龍
巌
命
。
酌
行
善
後
之
法
。
焦
心
傍
思
。
採
訪
山
中
地
勢
路
径
険
口
。
己
有
成
局
。
大
約
良
民
居
多
。
而
頑
民
有
数
。
編
以
保
甲
。
誌

以
利
害
。
各
有
互
保
身
家
之
心
。
成
龍
揮
股
賓
良
善
。
翠
魚
区
長
。
聯
絡
守
禦
。
家
白
魚
守
。

人
自
負
戦
。

と
あ
り
、
医
長
の
設
置
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

@
 

室
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
、
生
員
の
巨
長
も
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、

そ
し
て
こ
の
医
長
は
こ
こ
に

「
股
賓
の
良
善
を
揮
ぶ
」

と
あ
り
、

ま
た
後
文
に
は

「

E
族
富

恐
ら
く
医
長
に
は
と
の
地
域
の
郷
紳
・
地
主
層
が
選
充
さ
れ
た
に
遣
い

郷
鎮
の
僚
に
よ
れ
ば
、
腕
城
照
は
明
の
嘉
靖
年
聞
に
太
卒
・
仙
居
・
亭
川
の
三
郷
、

七
十
四
里
と
な
り
、

光
緒
航
城
豚
志
巻
五
、

以
後
そ
れ
が
清
朝
に
ま
で
引
縫
が
れ

な
い
。
所
で
こ
の
医
長
と
前
述
の
壁
長
と
の
閥
係
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
明
白
で
な
い
。
匡
と
壁
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

た
。
同
僚
に
は

太
卒
郷
。
在
幌
東
北
。
轄
二
十
五
里
。
分
四
十
五
区
。
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仙
居
郷
。
在
照
西
南
。

轄
二
十
五
里
。
分
五
十
四
匡
。

亭
川
郷
。
自
照
城
至
東
南
。
轄
二
十
四
里
。
分
二
十
四
区
。

と
あ
り
、
次
に
各
郷
の
匡
分
里
界
表
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
例
と
し
て
亭
川
郷
の
表
の

一
部
を
掲
げ
る

(
次
頁
参
照
)
。

こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
り
知
り
得
る
の
は
、
腕
城
豚
に
お
い
て
は

郷
の
下
の
最
も
大
き
な
郷
村
の
匡
劃
が
匿
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ

の
内
部
が
牌
・
甲

・
保
と
い
う
保
甲
組
織
に
編
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
牌
・
甲

・
保
と
い
う
保
甲
組
織
は
、

く
康
照
四
十
七
年
に
瑳
布
さ
れ
た
保
甲
候
例
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
後
の
保
甲
候
例
に
基
づ
い
て
編
成
さ
れ
た
も
の
に
は
違
い
な
い
の
だ
が
、 恐

ら

「
十
戸
に
一
牌
頭
、
十
牌
に
一
甲
頭
、

十
印
に
一
保
長
」
と
い
う
編
成
原
則
と
は
大
幅
に
異
な

っ
て

い
る
貼
も
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
こ
の
保
甲
が
編
成
さ
れ
た
首
初
は
上
記
の
編
成
原
則
に
大
穫
に
お
い
て
忠
貫
で
あ
っ
た
も
の
が
途
中
で
崩
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
現
買
の
村
落
の
質
態
に
基
づ
い
て
編
成
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
別
ち
、

こ
の
地
方
で
は
保
甲
の
基



匡分里界表

里

河

匡本
城
五
門

曹

家

河

白

水

阪

木

子

庖

界

南五

里

激

盟

国

河

合

飽

村

甑

山

河

責

岡

界

川
広
1
「
巾
|
可
一i」

川
|

毛

家

敬

一
戴

家

庖

一
一
百

二

十

五

一

三

魯

子

蓋

一
沙

井

区

一

五

十

一

一

一

義

合

区

一
寅

市

匡

一
五

十

二

二

一

一

賀

市

匡

一
東

義

洲

-

七

十

一

-

一

一

合

飽

村

一
白

水

阪

一
四

十

二

一

一

二

一

本
軍
位
で
あ
る
牌
を
構
成
す
る
農
家
の
戸
数
が
非
常
に
少
い
痛
に
、

一
甲
を
構
成
す
る
牌
の
数
が
非
常
に
多
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
所
で
上
述
の
子
成
龍
の
保
甲
に
お
け
る
匡
と
僅
の
関
係
で
あ
る
が
、
こ
の
区
分
里
界
表
に
よ
れ
ば
一
区
が

一
保
で
構
成
さ
れ
て
い
る

@
 

匡
が
殆
ん
ど
な
の
で
あ
る
が
、
極
く
少
数
の
匡
が
復
数
保
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

能
と
な
る
。

の
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば

一
区
が
複
数
量
で
構
成
さ
れ
る
場
合
は

即
ち
壁
長
の
上
に
医
長
が
置
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

界

西
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そ
し
て
こ
の
保
と
成
龍
の
保
甲
に
お
け
る
壁
と
が
ほ
ぼ
同
等

匡
長
が
複
数
の
壁
長
を
統
率
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
可

た
だ
一
匡
日

一
壁
の
場
合
は
医
長
と
畳
長
が
別
箇
に
置
か
れ
た
の

い
ず
れ
に
し
て
も
蹴
城
燃
に
お
い
て
は
、
戸
長
|
甲
長
|
壁
長
医
長
と
い
う
統
属
関
係

か
、
医
長
が
壁
長
を
{
兼
任
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

を
基
本
に
し
て
保
甲
が
編
成
さ
れ
た
と
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。

し
か
も
子
成
龍
の
狙
い
は
郷
村
の
居
民
を
保
甲
に
編
成
す
る
こ
と
に
の
み
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
編
置
し
た
保
甲
を
基
礎
に
、
各
匡
壁
に
郷

ば
、
そ
の
貼
に
つ
い
て

丘
(
を
組
織
せ
し
め
る
こ
と
が
も
う

一
つ
の
大
き
な
目
的
で
あ
っ
た
。
政
書
外
集
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
陳
廷
敬
撰
の

「子
清
端
公
開
時
」
に
よ
れ

381 

公
親
歴
村
壁
。
度
地
形
所
宜
。
分
立
区
保
。
捧
謹
厚
者
第
医
長
。
置
畑
氏
籍
。
凡
有
勇
カ
有
鳥
鎗
丘
ハ
械
者
。
籍
其
人
。
医
長
統
之
。
有
警
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則
各
以
其
械
来
命
目
。
際
跡
不
軌
者
。
匡
一長
立
白
球
逐
。
敢
容
隠
及
不
賞
。
輿
同
罪
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
各
区
壁
に
お
い
て
、
勇
力
が
あ
り
、

ま
た
鳥
銃
等
の
兵
器
を
所
有
す
る
者
は
保
甲
加
に
記
入
し
て
郷
兵
と
し
て
登
録
さ
れ

た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
子
成
龍
は
こ
う
し
た
郷
兵
を
動
員
し
て
叛
賊
銚
君
升
の
討
伐
に
嘗
っ
た
の
で
あ
る
。

政
書
巻
三
、

資
州
書
の

「
布
告
紙
棚
河
大
捷
諦
」
に
は
「
各
匿
の
壁
長
を
調
し、

義
勇
を
督
率
し
て
準
動
し
、
直
ち
に
賊
箆
を
簿
」
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
編
査
保
甲
・

闘

練

郷

勇

之

法

。

以

逼

凱

萌

。

動
。
不
動
支
糧
鮪
而
丘
ハ
足
。
不
調
媛
官
丘
ハ
而
賊
除
。
丘
(
農
合
魚
一
家
。
戦
守
不
分
雨
局
。
自
古
及
今
。
治
耳
好
逆
。
安
靖
封
彊
。
未
有
益
口
於
此

し
か
し
こ
う
し
た
保
甲
の
設
置
、
郷
兵
の
組
織
化
に
劃
し
て
は
村
民
の
側
か
ら
何
ら
か

の
抵
抗
が
あ

っ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

自
身
は
自
ら
編
成
し
た
保
甲
に
針
し

て

、

無

事

則

稽

察
盗
賊
。

子
成
龍

有
事
則
相
機
救
援。

防
禦
堵

者
也
。
」

「
申
筋
保
甲
稔
」
〉
と
そ
の
意
義
彦
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
文
に
お
い
て
彼
は
ま
た
、

好
事
好
冗
。
懐
此
法
一
行
。
彼
無
所
匿
。
従
中
造
担
靴
言
。
妄
稀
抽
了
。
恐
嚇
愚
味
。
見
保
長
編
加
。
疑
惑
横
生
。
或
不
遁
稽
察
。
或
隠

(
政
書
出
世
二
、

漏
戸
口
。
殊
可
骸
歎
。

と
歎
か
ざ
る
を
得
ず
、
そ
こ
で
ま
た

一 74ー

旦
爾
等
疑
保
甲
魚
抽
了。

隠
匿
不
肯
入
加
。

小
而
言
之
。
漏
戸
有
抗
法
之
罪
。
大
而
言
之
。
観
望
有
閤
門
之
設
。

と
伺
喝
を
加
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
し
、

ま
た

編
保
甲
出
郷
勇
者
。
未
損

一
人
。

利
於
己
。
国
自
彰
明
絞
著
。

不
一編
保
甲
。

妄
想
富
貴
者
。

死
己
千
百
。

(
郷
君
升
の
飢
の
参
加
者
を
指
す
)
保
甲
無
害
於
人
。
従
逆
無

と
村
民
を
識
さ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
質
際
、
明
末
以
来
の
戦
凱
に
よ
る
荒
贋
か
ら
ま
だ
充
分
に
立
直
っ
て
い
な
い
農
民
が
、
村
落

の
自
衛
の
信
用
と
は
い
え
郷
兵
と
し
て
動
員
さ
れ
る
と
と
は
、
恐
ら
く
彼
ら
に
と
っ
て
は
兵
丁
と
し
て
戦
争
に
駆
り
出
さ
れ
る
の
に
近
い
意
味
を

持
っ
た
に
違
い
な
い
。
保
甲
の
編
成
を
「
抽
丁
」
と
受
取
り
、
戸
口
を
隠
漏
し
て
保
甲
加
へ
の
登
録
を
抗
ん
だ
と
い
う
行
震
は
、
恐
ら
く
下
層

の
弱
小
農
民
に
と
っ
て
は
あ
る
い
は
嘗
然
の
抵
抗
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
に
ま
た
自
衛
の
組
織
と
は
い
え
上
か
ら
の
権
力



に
よ
る
組
織
と
し
て
の
郷
兵
の
力
の
限
界
が
指
摘
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
清
代
創
行
期
の
、

の
保
甲
の
編
成
に
射
し
て
さ
え
も
、
農
民
の
側
か
ら
何
ら
か
の
抵
抗
の
行
局
が
存
在
し
た
こ
と
は
注
目
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
贋
州
府
と
い
う

一
地
域

以
上
本
節
で
は
腕
城
豚
に
お
い
て
、
子
成
龍
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
保
甲
の
組
織
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
述
べ
た
。

後
、
彼
が
賀
州
府
知
府
に
轄
じ
る
や
、
彼
は
腕
城
の
保
甲
法
を
基
礎
に
、
そ
れ
を
治
下
の
黄
州
府
全
域
に
賓
施
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の

上
述
の
保
甲

の
編
置
に
劃
す
る
農
民
の
抵
抗
は
そ
の
際
の
も
の
で
あ
っ
た
。

四

本
節
で
は
、
黄
州
府
に
お
い
て

加
え
る
と
と
も
に
、

子
成
龍
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
保
甲
法
が
現
賓
に
如
何
な
る
役
割
り
を
果
し
た
か
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を

こ
の
黄
州
府
に
お
け
る
保
甲
法
が
の
ち
の
所
謂
子
成
龍
の
保
甲
法
、

即
ち
「
碑
盗
候
約
」
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
貼
を
指

- 75一

摘
し
た
い
。

腕
城
豚
に
お
け
る
保
甲
の
編
置
が

「
劉
青
裟
の
乱
」
直
後
の
こ
と
で
あ
り
、
嘗
然
「
作
速
稽
査
匪
類

・
盗
賊
。
教
率
子
弟
。
騒
除
強
暴
」
こ

と
と
、

「
一
家
有
響
。
隣
里
協
力
救
護
。

一
方
有
警
。

隣
壁
同
心
堵
剃
」

〈政
書
谷

て

「
申
筒
匿
盛
一
議
」
)
こ
と
、

即
ち
盗
賊
や
反
凱
の
未
然
の

防
止
と

一
端
事
が
起
っ
た
場
合
、
自
衛
の
矯
の
協
力
鰻
勢
を
と
り
得
る
関
係
を
創
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。

た
だ
こ

こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、

(
前
掲
文
〉
と
、

「勿

使

容

隠

不

軌

。

縦

放

逃

僕

」

不

軌

の

徒

と

並

ん

で

「逃
僕
」
即
ち
逃
亡
し
た
奴
僕
を
見
逃

さ
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

「東
山
の
乱
」
に
奴
獲
の
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
の
で
、

こ
れ
は
嘗
然
の
こ
と
と
い
え
る

@
 

だ
ろ
う
が
、
こ
の
黙
は
、
後
の
「
現
盗
倹
約
」
第
二
僚
に
保
甲
の
門
軍
を
作
成
す
る
際
に
、
同

一
世
帯
に
あ
る
者
は
親
戚
か
ら
奴
僕
に
至
る
ま

@
 

で
全
員
の
姓
名
を
列
記
し
、
こ
れ
を
甲
長
に
提
出
す
る
こ
と
と
い
う
内
容
に
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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ま
た
「
東
山
の
乱
」
の
鎮
定
、
特
に
第
二
、
第
三
期
の
「
郷
君
升
の
観
」
と
「
何
土
楽
の
凱
」
の
鎮
定
に
は
保
甲
組
織
と
、

成
さ
れ
た
郷
兵
が
大
き
な
力
を
護
揮
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
の
郷
兵
に
劃
す
る
子
成
龍
の
措
置
と
し
て
、

そ
れ
に
よ
り
編

政
書
記
官
三
、
責
州
書
、
ー寸

進
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動
何
士
祭
給
各
匡
牌
」
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

照
得
。
何
士
栄
作
反
。
侵
害
李
婆
敬

一
幣
地
方
。
居
民
不
得
安
生
。

本
府
親
臨
。

相
機
撫
動。

大
起
郷
兵
。

数
力
協
助
。

必
需
義
勇
督

率
。
爾
某
義
勇
素
著
。
合
行
委
用
。
矯
此
牌
仰
。
速
領
郷
丘
(
五
十
名
前
来
。
聴
候
準
蜘
。
但
念
目
前
牧
割
正
忙
。

毎
名
給
代
工
銀
一
日
二

分
。
先
設
三
日
工
債
銀
三
雨
。
嗣
後
照
日
領
給
。
務
探
年
力
精
批
。
各
執
鮮
利
器
械
。
論
功
行
賞
。
口
糧
計
名
支
放
。
如
有
鳥
鎗
。
男
給

銀
一
銭
。
:
:

と
あ
り
、

さ
ら
に
ま
た
、

如
有
鳥
鎗
匿
不
赴
敵
者
。
報
明
本
府
。
卸
以
私
蔵
軍
器
治
罪
。
或
抗
稿
出
外
。
郎
係
従
賊
。

と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
何
士
築
の
飢
に
際
し
て
は
各
匡
よ
り
五
十
名
の
郷
兵
が
動
員
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、

一
併
報
明
。
以
愚
牟
解
。
集
首
一
市
衆
。

代
工
銀
一
日

二
分
と
工
債
銀
一
日
一
雨

(
い
ず
れ
も
日
笛
あ
る
い
は
出
動
手
首
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
う
か
)
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
兵
器
の
持
参
に

こ
う
し
た
鈷
か
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は
気
を
遣
っ
た
こ
と

が
看
取
さ
れ
る
が
、
特
に
鳥
銃
を
持

っ
て
参
加
し
た
者
に
は
別
に
銀
一
銭
が
加
給
さ
れ
て
い
る
。

@
 

隠
匠
し
て
戦
闘
に
参
加
し
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
は
軍
器
私
蔵
と
み
な
し
て
鹿
罰
す
る

こ
と

が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
反
し
て
鳥
銃
を

ら
み
れ
ば
郷
丘
(
の
活
動
は
郷
村
の
「
自
治
的
」
活
動
と
は
殆
ん
ど
異
質
な
も
の
に
な
っ
て
来
て
い
る
。

即
ち
郷
丘
ハ
の
出
動
に
嘗

つ
て
は
何
ら
か

の
日
骨
固
に
相
賞
す
る
よ
う
な
も
の
を
地
方
官
府
が
支
給
し
て
い
る
こ
と
、

兵
器
の
私
臓
に
は
相
首
厳
格
な
管
理
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
ら
し
い

こ
と
、

ま
た
郷
兵
の
動
員
が
上
か
ら
の
割
嘗
て
制
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
黙
な
ど
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、

少
く
と
も
こ
の
郷
兵
組
織
は
、
清

朝
の
地
方
末
端
に
お
け
る
治
安
維
持
の
震
の
補
助
機
構
に
な
っ
て
来
て
い
る
と
い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

成
に
射
し
て
村
民
の
聞
か
ら
こ
れ
を
「
抽
丁
」
即
ち
兵
丁
の
選
充
と
受
取
っ
て
反
射
す
る
動
き
の
あ

っ
た
こ
と
は
こ
う
し
た
黙
の
反
映
と
も
考

@
 

え
ら
れ
る
。
所
で
、
上
記
の

よ
う
な
農
民
の
兵
器
所
識
に
開
す
る
配
慮
は
、
の
ち
「
耳
盗
候
約
」
第
十

一
僚
の
詳
細
な
規
定
の
中
に
盛
り
込
ま

れ
た
に
違
い
な
く
、
や
は
り
こ
こ
に
も
賞
州
府
に
お
け
る
子
成
龍
の
保
甲
編
置
の
際
の
経
験
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
ぎ
よ
う。

こ
の
保
甲
に
は
機
僅
な
ど
の
際
の
餓
民
の
賑
救
と
い
う
役
割
り
も
課
せ
ら
れ
て
い
た
。

郷
丘ハ
の
編

さ
ら
に
ま
た
、

政
書
巻
二
、

黄
州
幸
一自
の
「
勧
賑
議



帖
」
に
は

或
餓
民
繁
多
。
喝
医
内
之
施
。
化
力
不
能
給
。
即
擦
質
報
明
。
公
議
設
法
官
助
。
如
匡
内
戸
長
・
甲
長
。
坐
親
機
餓
。

不
報
知
族
傘

・
郷

保
・
練
長
。
以
致
機
民
餓
死
者
。
戸
長
・
甲
長
。
照
見
死
不
救
科
罪
。
郷
保
・
練
長
。
力
不
能
縫
。
忍
心
不
報
官
者
。
各
倍
罰
。

@
 

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
戸
長
・
甲
長
・
郷
保
・
練
長
に
機
民
賑
救
の
責
任
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
い
う
郷
保
と
は
、
清
代

地
方
に
よ

り
「
郷
約
」
、

「
地
保
」
、

「
約
保
」
、

「
地
方
」

等
と
稽
さ
れ
た
も
の
と
同
じ
で
、

郷
村
の
統
率
者
の

一
人
で
あ
り、

地
方
郷
村
の
治
安
に
閥

係
す
る
事
務
を
分
揺
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
郷
保
が
こ
の
場
合
は
能
民
救
済
の
責
任
の
一
宇
を
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
練
長
と
い

う
の
は
郷
兵
の
訓
練
、
指
揮
を
捨
嘗
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
医
長
が
そ
の
任
に
嘗
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て

9
 

そ
し
て
こ
の
貼
も
「
現
盗
傑
約
」
の
第
十
三
僚
に
と
り
入

も
保
甲
の
機
能
の
一
つ
と
し
て
後
民
救
済
の
任
務
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
寅
で
あ
る
。

れ
ら
れ
、
よ
り
目
穴
燈
的
な
規
約
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
黄
州
府
に
お
い
て
子
成
龍
に
よ
り
編
置
さ
れ
た
保
甲
法
は
郷
民
の
「
相
互
稽
査
」
、

「
聯
絡
守
禦
」

を
主
軸

-77 -

と
し
て
、
郷
村
の
治
安
維
持
と
村
民
の
生
活
安
定
を
計
る
た
め
の
組
織
と
し
て
、

ぅ
。
少
く
と
も
康
照
十
三
年
と
い
う
三
藩
の
飢
の
勃
瑳
首
初
に
お
い
て
、

一
定
の
役
割
り
を
果
し
た
も
の
と
評
慣
す
る
こ
と
も
で
き
よ

武
昌
に
隣
接
す
る
黄
州
府
下
の
治
安
維
持
に
、
子
成
龍
に
よ
り
編
置

さ
れ
た
保
甲
法
が
相
嘗
な
役
割
り
を
果
し
た
意
義
は
小
さ
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
て
、
上
に
二
、
三
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時

の
経
験
に
基
づ
い
て
子
成
龍
は
直
隷
巡
撫
蛍
時
、
有
名
な
「
現
盗
篠
約
」
十
三
ケ
係
、
及
び
「
績
増
保
約
」
五
ケ
僚
を
作
成
し
た
も
の
と
考
え

@
 

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
僚
約
が
さ
ら
に
増
補
改
訂
さ
れ
て
、
南
江
総
督
時
護
令
さ
れ
た
「
現
盗
安
民
僚
約
」
三
十
八
ケ
僚
と
な
っ
た

こ
れ
ら
が
松
本
氏
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
清
朝
保
甲
制
の
前
提
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
清
朝
保
甲
制
初
行
期
の
原
基

の
で
あ
り
、

型
の
一
つ
は
子
成
龍
に
よ
り
黄
州
府
蹴
城
豚
に
編
置
さ
れ
た
保
甲
制
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

@
 

終
的
に
は
、

ζ

の
子
成
龍
の
意
志
を
縫
い
だ
同
名
異
人
の
子
成
龍
(
漢
軍
鎖
策
旗
人
、
訟
は
袈
動
〉
が
、
康
照
二
十
五
年
康
問
一
帝
に
謁
見
し
た
際

@
 

に
上
奏
し
た
意
見
に
基
づ
い
て
直
隷
地
方
に
施
行
せ
ら
れ
た
保
甲
法
が
、
清
朝
政
府
に
よ
り
制
度
化
さ
れ
た
保
甲
法
の
最
初
と
な
っ
酬
の
で
あ

そ
し
て
最

385 
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る
註①

和
田
清
編
「
支
那
地
方
自
治
薮
淫
史
」
第
五
章

「
荷
代
、
第
三
節
、

五
二
頁
。

②
大
清
立
銀
、
順
治
元
年
八
月
笑
亥
の
続
。

③
註
①
同
節
、

一
四
七
頁。

④
大
清
貫
録
、
順
治
九
年
二
月
庚
戊
の
係
。

⑤

光
絡
大
清
合
同
典
事
例
容
三
九
七
、
鵡
部
風
敬
、
講
約
一
。

⑤

明
代
の
郷
約
に
闘
し
て
は
、
酒
井
忠
夫

「
明
代
前
中
期
の
保
甲
制
に
つ

い
て
・」
(
清
水
博
士
迫
悼
記
念
明
代
史
論
叢
所
枚
、
大
宏
、

一
九
六
二
)
、

栗
林
宣
夫
「
里
甲
制
の
研
究
」
(
文
理
書
院
、
一
九
七
一
)
第
四
章
、

「
郷
約
・
保
甲
と
里
甲
制
」
、
「
支
那
地
方
自
治
護
逮
史
」
第
四
章
「
明

代
」
、
第
六
節
等
参
照
。

⑦

こ
の
貼
に
闘
し
て
は
酒
井
忠
夫
「
中
関
善
書
の
研
究
」
(
弘
文
堂
、
一

九
六
O
)
第
一
章
。

「
支
那
地
方
自
治
後
達
史
」
第
四
章
、
第
六
節
等
参

⑤
「
支
那
地
方
自
治
義
迷
史
」
第
五
輩
、
第
三
節
、
一
五

O
頁
。

⑨
大
清
貫
録
康
照
九
年
十
月
美
己
の
係
、
及
び
同
年
十
一
月
己
卯
の
係
。

⑮
大
清
貫
録
難
正
二
年
二
月
丙
午
の
係
、
及
び
光
絡
大
消
曾
典
事
例
径
三

九
七、

礎
部
風
数
、
誹
約

一
。

。
一
由
主
朝
文
献
通
考
省
二
十
二
、
職
役
考
二
c

⑫
こ
の
よ
う
な
例
と
し
て
大
消
貫
録
順
治
十
三
年
六
月
笑
己
の
救
誌
を
あ

げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
は
祈
江

・
一隅建

・
僚
東

・
江
南

・
山
東

・
天

津
等
各
地
方
の
総
督
、
巡
撫
等
の
官
に
針
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
、
沿
海

一
帯
の
商
民
が
鄭
成
功
勢
力
と
貿
易
す
る
こ
と
の
厳
禁
を
命
じ
て
い
る
。

自
今
以
後
。
各
該
督
撫
鎮
。
著
申
筋
沿
海
一
帯
文
武
各
官
。
巌
禁
商

民
船
隻
。
私
自
出
海
。
有
終
一
切
糧
食
貨
物
等
項
。
輿
逆
賊
貿
易

者
。
或
地
方
官
察
出
。
或
被
人
告
登
。
卸
将
貿
易
之
人
。
不
論
官

民
。
倶
行
奏
聞
正
法
。
貨
物
入
官
。
本
犯
家
達
。
霊
給
告
毅
之
人
。

其
該
管
地
方
文
武
各
官
。
不
行
盤
詰
捻
緒
。
皆
革
職
。
従
重
治
罪
。

地
方
保
甲
。
通
同
容
際
。
不
行
家
首
。
皆
論
死
。

と
あ
り
。
恐
ら
く
こ
こ
に
云
う
保
甲
は
明
米
以
来
の
銃
設
の
保
甲
組
織
と

考
え
ら
れ
る
。

ま
た
そ
の
救
出総
通
達
の
範
薗
の
慶
大
な
鮎
か
ら
考
え
て

も
、
清
朝
は
中
国
各
地
に
そ
の
よ
う
な
保
甲
の
残
存
す
る
こ
と
は
、
笛
然

と
は
い
え
十
分
承
知
し
て
い
た
と
削
判
断
さ
れ
る
。

⑬

松
本
善
海
「
清
代
に
お
け
る
線
甲
制
の
創
立
」
(
東
方
摩
報
東
京
、
第

十
三
附
、
一
九
四
二
)
、

荒
川
清

「
清
代
の
郷
村
に
闘
す
る
一
考
察

清

代
の
総
甲
・
地
方
、
就
中
、
順
治
元
年
の
総
甲
制
に
つ
い
て
|
」
(
史
流

十
一
、
一
九
七

O
)
等
参
照
。

⑬

例
え
ば
一
般
人
民
の
武
田
帥
類
や
馬
匹
の
保
有
に
劃
す
る
清
朝
の
禁
令
を

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
清
貫
録
順
治
五
年
八
月
了
未
の
は
開
。
及
び
同

順
治
六
年
三
月
甲
申
の
篠
等
参
照
。
前
僚
に
よ
る
民
間
の
武
襟
私
有
の
禁

令
を、

後
僚
で
弛
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
ほ
ど
清
朝
の
郡
司令
は
徹
底

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
(
前
掲
「
支
那
地
方
自
治
夜
連
史
」
、
第
五
章
、
一

四
七
頁
参
照
〉

⑮
子
成
龍
は
保
甲
と
併
行
し
て
郷
約
の
設
立
に
も
努
力
し
て
い
る
が
、
郷

一花 ー
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約
に
閲
し
て
は
前
回
司
「
清
初
期
の
郷
約
|
と
く
に
黄
州
府
を
中
心
と
し

て
|
」
〈
史
観
第
九
十
冊
、
一
九
七
五
)
が
あ
り
、
そ
の
中
で
保
甲
に
も

論
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
論
文
の
主
論
鮎
は
あ
く
ま
で
も
郷
約
に

あ
っ
て
、
保
甲
へ

の
論
及
は
附
随
的
な
も
の
と
解
さ
れ
、
拙
稿
と
内
容
的

に
重
複
す
る
貼
は
殆
ん
ど
な
い
と
恩
う
。

⑮
子
成
龍
の
停
は
清
史
列
停
車
也
八
、
清
史
稿
容
二
八
二
、
園
朝
香
献
類
徴

初
編
省
一
五
八
、
子
清
端
公
政
書
外
集
所
牧
の
も
の
に
よ
っ
た
。

⑫

前
掲
闘
朝
香
献
類
徴
初
編
同
構
旬
、
子
清
端
公
政
書
(
以
下
政
書
と
略

記
)
外
集
に
牧
め
る
。

⑬
合
州
に
お
い
て
設
立
し
た
郷
約
に
つ
い
て
は
政
害
容

一
、
合
州
警
「
規

査
銅
梁
係
議
」
の
「
一
風
俗
宜
整
也
」
の
係。

⑬
註
⑬
の
諸
侍
参
照
。

③
こ
の
地
方
の
山
菜
の
活
動
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
明
末
時間
初
の
盤
築
に

つ

い
て
」
(
東
海
史
皐
第
九
貌
、
一
九
七
三
〉
参
照
。

@

こ
の
反
飢
の
要
領
を

得

た
概
設
は
民
闘
湖
北
通
志
谷
六
九
、
武
術
志

七
、
兵
事
三
、
「
東
山
土
紋
」
で
あ
る
。
そ
の
他
乾
隆
黄
岡
懸
志
倉
一

九
、
兵
事
、
光
絡
航
城
燃
志
谷
三
八
、
大
事
記
、
大
消
費
銭
康
照
十
三
年

九
月
乙
丑
、
同
年
十
二
月
辛
卯
の
係
等
参
照
。

②

こ
の
貼
に
つ
い
て
は
政
害
容

て

武

昌
貧
困
「
線
東
山
就
撫
詳
」
に

「劉

柑回
顧

(
こ
れ
は
若
手
の
字
〉
待
鎗
手
三
百
絵
。
憾
総
投
見
」
と
あ
り
、

多

数
の
亡
命
を
招
枚
し
た
り
、
鎗
手
を
三
百
歓
人
も
率
い
て
い
た
こ
と
、
ま

た
多
く
の
山
築
が
彼
の
招
梅
い
を
受
け
て
い
る
貼
等
か
ら
判
断
し
て
、
彼
を

土
豪
的
勢
力
を
持
っ
た
も
の
と
見
な
し
得
る
。

@
政
重
田
谷
三
、
資
州
書
の
「
準
屯
呂
王
滅
議
各
面
」
と
い
う
文
に
呂
王
城

地
域
で
の
戦
果
を
述
べ
て
、
「
:
活
檎
四
十
八
人
。
審
明
泉
首
。
内
有
十
字

有
賀
ハ
反
徹
頭
目
の

一
人
〉
之
子
李
森

・
僕
来
見
。
其
品
跡
多
係
何
族
奴

僕
。
:
:
:
」
と
あ
る
。

何
土
祭
は
或
い
は
何
族
の
奴
僕
を
率
い
て
反
鋭
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

@

こ
の
鮎
に
つ
い
て
も
か
つ
て
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。

前
掲
頓
所
引
の

拙
稿
。
待
衣
凌

「
明
清
之
際
的
奴
幾
和
佃
農
解
放
運
動
」
(
明
時
間
農
村
吐

曾
経
済
所
牧
、
三
聯
書
庖
、
一
九
六
一
)
等
参
照
。

③

政

室田谷
五
、
畿
輔
書

「
現
盗
篠
約
」
の
第
一
篠
に
、

一
。
十
家
立
魚
一
申
。
務
選
般
質
老
成
端
正
動
恨
者
。
公
血
争
矯
甲
長

報
官
。
九
家
威
聴
約
束
。
選
者
棄
官
重
究
。

と
あ
り
、
ま
た
そ
の
第
十
傑
に
は

一
。
村
荘
居
民
。

一
甲
以
至
数
十
甲
。
若
無
統
属
。
則
呼
慮
不
鐙
。

膝
設

一
保
長
。
以
統
率
各
甲
。
・
・
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。

⑧
こ
れ
は
李
公
茂
と
い
う
反
徒
の

一
頭
目
に
射
す
る
監
硯
穏
制
の
こ
と
を

述
べ
た
文
中
の
語
で
あ
る
が
、
「
目
前
委
回
初
陽
矯
阻
-長
。
以
樹
其
敵
。

旦
有
東
義
州
匿
長
鄭
君
伺
等
。
般
家
園
原
長
商
克
縄
等
。
落
梅
河
匡
長
張

在
如
等
。
南
庄
園
長
金
鼎
策
等
。
木
子
広
原
長
童
瑞
之
等
。倶
E
族
富
室
。

篤
之
聾
援
。
此
逆
己
在
籍
中
」
と
あ
る
。

⑫

同
表
に
よ
れ
ば
一
二
三
匿
中
、
二
以
上
の
保
で
権
成
さ
れ
て
い
る
庖
は

六
で
ふ
の
る
。

③

「
頭
盗
傑
約
」
は
政
書
径
五
、
畿
輔
書
、
及
び
皇
朝
経
世
文
編
怨
七

四
、
兵
政
五、

保
甲
に
載
録
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
「
支
那
地
方
自
治
毅
逮

史
」
の
附
録
に
も
全
文
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
引
用
は
最
少
限
に
止
め

た
@
 

- 79ー

一
。
十
家
各
開
男
婦
姓
名
年
貌
。
自
祖
父
母
。
及
本
身
妻
妾
。
至
子
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孫
婦
女
。
興
同
居
叔
姪
親
滅
。
弁
楠
昨
僕
等
人
口
。
作
何
生
四
社
。
護
仙拙

閣
立
門
摺
。

交
輿
甲
長
。
不
計
遺
漏
。
以
便
詑
議
権
査
。

注
者
監
一

己

'u
o

r
j
 

軍
探
私
磁
の
禁
令
に
つ
い
て
は
註
一U
参
問
。

一
。
地
方
設
立
保
甲
長
。
協
力
守
禦
。
不
可
無
関
前
械
使
用
。

・
・
更

査
申
内
。
或
有
烏
鎗
弓
箭
腰
刀
銭
尺
長
信
鍛
叉
之
家
。
開
明
報
官
。

量
留
鳥
鎗
弓
箭
数
件
。
地
方
官
書
押
鱗
刻
於
上
。
仰
給
本
主
。
甲
長

同
本
主
具
領
存
案
。
不
許
携
帯
別
施
行
走
。

如
有
遺
失
。
従
重
治

罪。

③
郷
保
に
つ
い
て
は
前
回
向
⑮
所
引
の
前
田
氏
論
文
、
佐
伯
富
「
消
代
の
郷

約
・
地
保
に
つ
い
て

」
(
中
国
史
研
究
第
二
所
枚
、
東
洋
史
碗
九
九
倉
、

一

九
七
一
)
等
参
照
。

③
一
。
十
家
之
内
。
有
窮
苦
民
人
。

官
。
別
法
一

mmo
設
法
養油開
。

@ I~ 

不
能
度
目
者
。

市
長
線
知
地
方

⑧
政
指
一
百
径
七
、
雨
江
主
百

⑤
こ
の
子
成
能
の
附聞
は
清
史
列
仲
山首八
、
清
史
稿
容
二
八
五
、
関
胡
孟
鰍

類
徴
初
編
巻
二
ハ

O
等
参
照
。

③
大
消
笥
録
成
四
…二
十
五
年
三
月
乙
卯
の
係
。
ま
た
同
年
四
月
辛
亥
の
は
附

-
}+ふ

丘
(
部
等
街
門
議
夜
。
直
隷
巡
悔
い
子
成
龍
疏
言
。
順
(
順
天
)

・
永

(
永
卒
)
・
保
(
保
定
〉

・
河
(
河
間
)
四
府
。
旗
民
雑
慮
。
盗
答
時

間
。
非
力
行
保
甲
。
不
能
寧
論
。
向
例
地
方
各
官
。
無
管
幣
屯
機
什

康
之
例
。
各
旗
都
統
等
官
。
叉
遠
在
京
城
。
縞
恐
屯
嬢
什
庫
。
不
能

殿
束
旗
了
。
及
本
身
溜
盗
震
盗
不
法
等
項
。
難
以
稽
察
。
態
将
各
荘

屯
成
了
。
同
民
戸
共
編
保
甲
。
令
屯
援
什
庫。

輿
保
甲
郷
長
。
互
相

稽
査
。

如
旗
了
居
民
犯
法
。
許
地
方
各
官
。
一

穂
申
報
該
燃
該
都
統

究
治
。
感
如
所
請
。
従
之
。

こ
の
鮎
は
前
掲
般
本
氏
論
文
の

一
三
九
頁
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

- 80ー
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Yu Cheng-long's 于成龍Bao-jia System保甲法

Kifeｕｏ Ｔａｎｉｐｕｃhi

　　

This is ａ study of the ｂａＯ･ｎａｓｙｓtem of the early Qing 清. Immedi-

ately after the conquest, the Qing instituted ａ system called ｚｏｎｇ-ｎａ總甲

which was in fact ａｂａｏ-μａａｉｔａngement. But as Matsumoto Yoshimi

松本善海demonstrated some years ago, the scope　of this　zong丿ia law

was quite narrow to　begin with, and　it quickly transformed itself into

an institution primarily concerned with rounding up Chinese slaves who

absconded from the Banner-lands. Thus it is clear that the 加θ丿ia law

put into effect by Yu Cheng-long in Zhi-li 直隷was the real foundation

of the Qing ｈａｏ-ｎａsystem｡

　　

Here Matsumoto's argument is revised and expanded, and the author

makes the points that the prototype for Yu Cheng-long's bao-jia law was

ａ system he introduced in Ma-cheng 朧城county, Huang-zhou黄州, Hu-

bei湖北, that this 10c乱知０-jia　ｓystem was designed to help suppress the

“Dong-shan東山rebellion ” which was an offshoot of Wu San-gui's 臭

三桂rebellion, and that it was this eχperience which led Yu Cheng-long

to

　

promulgate, under　the　rubric　of “ Covenant for　Tranquilizing　the

People and Suppressing Bandits ”（安民佃盗條約), his bao-jia law later

on when he was in authority in Zhi-li.

一

３－


